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【開 催 日】 
【開催場所】 
【活動時間】 
【活動内容】 

 
【申 込 先】 
 
 

【申込締切】 
【申込・問合先】 

　「リバーサイドカーニバル２０１６」で、ボランティ
アスタッフとして活動していただける高校生以上
の方を募集しています。 

１０月１６日（日） 
笠松みなと公園 
午前８時～午後４時 
ふれあい動物園、川舟遊覧、Eボート
大会などのスタッフ 
役場環境経済課、中央公民館、 
松枝公民館、総合会館 
※申込書は、申込先の施設にあります。 
９月１６日（金） 
かさまつまちづくりイベント実行委員会
事務局（環境経済課内） 

リバーサイドカーニバル 
ボランティアスタッフ 

 
 
 

【開 催 日】 
【開催場所】 
【募集チーム】 

一般の部  
 
 
小学生の部 

 
 

【賞　　金】 
一般の部  
小学生の部 

【申 込 先】 
 
 

【申込締切】 
【申込・問合先】 

　「リバーサイドカーニバル２０１６」Eボート大会
の出場チームを募集しています。仲間を１０人集
めて優勝を目指してみませんか？ 

１０月１６日（日） 
笠松みなと公園 
 
１チーム１０人（身長１２０㎝以上の方
ならどなたでも参加できます） 
※小学生が入っても可 
１チーム１０人（身長１２０㎝以上の小
学生８人と大人２人） 
※大人は中学生以上であれば可 
 
優勝３万円、準優勝２万円、３位１万円 
優勝２万円、準優勝１万円、３位５千円 
役場環境経済課、中央公民館、 
松枝公民館、総合会館 
※申込書は、申込先の施設にあります。 
９月９日（金） 
かさまつまちづくりイベント実行委員会
事務局（環境経済課内） 

リバーサイドカーニバル 
Eボート大会出場チーム 

今月のテーマ「防災」 
　缶詰や乾物など、保存性の良い食品を
普段から多めに購入し買い置きをしておく
と、災害時に役立ちます。賞味期限を確認
しながら、普段の食事にも活用し、無駄なく
食品を備蓄しましょう。 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育 
キャラクター 
ナスキッド 

部　門 作　品　規　格 

日 本 画  
洋 　 画  
版 　 画  
水 墨 画  

彫 　 塑  
工 　 芸  

書 

写 　 真  

デザイン 

60号以内 
（額装を原則とし、額には紐をつける） 

陶芸・ちぎり絵・刺繍・人形・パッチワークなど。
（特に限定はしません） 
机上もしくは壁面（ボード）に展示できる大
きさ。（壁面展示物には、つるし紐をつける） 

色紙以上とする。（軸装または額装に限る） 

6つ切りから全紙を原則とし、作品には紐を
つける。（組写真は4つ切り以下5枚まで） 

B全判以内を原則とし、額には紐をつける。 

 
 

【開催期間】 
【開催場所】 
【出品者資格】 
 
 

【出品作品点数】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 

【問 合 先】 

【募集部門・作品規格】 　第４６回笠松町美術展の作品を募集しています。 
　ぜひご出品ください。 

１１月４日（金）～６日（日） 
中央公民館 
町内に在住、在勤、在学（中学生以上）
または町内出身者や町内で学習さ
れている方 
部門を問わず１人３点まで 
９月３０日（金） 
出品申込票を中央公民館へ提出 

（出品申込票は中央公民館、松枝公
民館、総合会館にあります） 
町美術展実行委員会（中央公民館内） 

第46回笠松町美術展作品 

　ペットを飼い始めたら、終生飼うことが飼い主
の責務です。また、ペットと一緒に暮らすというこ
とは、周囲の人と折り合っていくということです。
飼い主は、動物の性質・習慣を理解し、人間社会
の中で生活するルールをペットに教えていく必要
があります。 
　自分のペットがトラブルの原因にならないように、
しっかり管理しましょう。 

◆犬を飼うときのマナー 
　犬はつないで飼いましょう。犬の放し飼い
は法律で禁止されています。 
　散歩をする時も、引き綱（リード）を必ずつ
けましょう。 
　散歩途中のふんは、必ず持ち帰りましょう。 

◆野良猫にエサを与えないで 
　むやみにエサを与えると、野良猫が増えて
人の敷地内の草木などを傷つけたり、ふん
尿汚染の原因になることがあります。野良猫
にエサを与えていると、飼い主とみなされます。
安易な気持ちでエサを与えないでください。 

【問 合 先】環境経済課 

ペットの飼育はマナーを守って 

　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 
　家屋の取り壊しや用途変更があったときは、次の届け出をしてください。 
　特に家屋を取り壊したときには、「家屋取壊届出書」を提出してください。家屋を取り壊しても届け出
がないと、取り壊したことを把握するのが困難な場合が多く、誤って課税する原因にもなりますので、必
ず届け出をしてください。 
●届け出が必要な時とその届出書など 

【問 合 先】税務課 

家屋を取り壊したときは届け出を 

　廃棄物を、基準に適合した焼却炉などを用いず、
野外で焼却（野焼き）することは、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」により原則禁止され
ています。 
　また、野焼きには常に火災の危険が伴うことを
忘れないで下さい。安易な野焼きはやめて、ごみ
は分別して決められた収集日に出しましょう。 

◆例外になる野焼き 
　河川敷の草焼き・道路側の草焼き・災害など
の応急対策・火災予備訓練・左義長・焼畑・あ
ぜ畦の草や下枝の焼却 

※焼畑などのやむを得ない野焼きとは、害虫駆除
や最低限度の肥料取りが該当します。農業に
関するすべての野焼きが除外されているもの
ではありません。 

　苦情が発生した場合は、直ちに焼却行為の中
止をお願いします。 

【問 合 先】環境経済課 

野外焼却（野焼き）は 
やめましょう 

こんなとき 家屋の所有者 

（1）家屋を新築または増築したとき 

（2）家屋を建て替えるとき 

（3）家屋の全部または一部を取り壊したとき 

（4）家屋の用途を変更したとき 
（例　店舗を住宅に変更など） 

（5）家屋が災害などの理由により滅失または 
損壊したとき 

新築住宅に関する 
固定資産税の減額申請書 
未登記家屋取得届出書 

家屋取壊届出書 

家屋取壊届出書 

家屋取壊届出書 

固定資産税減免申請書 

土地の所有者 

住宅用地認定申告書 

住宅建替中の土地に係る申告書 

住宅用地認定申告書 

被災住宅用地の特例適用申告書 

協力事業所募集中 
女性団員も活躍中 
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